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法
会
の
場
で
宣
読
さ
れ
る
表
白
文
が
、
院
政
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か

け
て
数
多
く
作
成
さ
れ
る
こ
と
は
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、

現
在
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
表
白
文
の
点
数
を
通
覧
し
て
も
そ
の
よ
う

な
状
況
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
で
は
、
な
ぜ
こ
の
時
代
に
な
る
と
表

白
文
が
量
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
一
っ

に
社
会
的
不
安
・
緊
張
の
高
ま
り
を
背
景
に
仏
教
法
会
が
流
行
し
、
表
白

文
の
需
要
が
高
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
儒
者
の
み
な
ら
ず

僧
侶
も
表
白
文
の
作
成
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
か
、

一
、
は
じ
め
に

山

本

真

吾

さ
ま
ざ
ま
に
想
像
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
と
表

白
文
が
量
産
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
な
お
直
接
に
は
結
び
つ
か
ず
、
や
や

漠
と
し
た
感
が
否
め
な
い
。

単
に
法
会
の
回
数
が
増
え
た
と
い
う
こ
と
で
も
っ
て
表
白
文
が
量
産

さ
れ
る
と
い
う
事
実
を
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
、
ま
た
そ
も

そ
も
表
白
文
が
量
産
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
事
実
認
識
と
し
て
正

し
い
の
で
あ
ろ
う
か
（
単
に
表
白
文
の
既
発
見
文
献
が
こ
の
時
期
に
集
中

し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
の
か
）
な
ど
、
そ
れ
と
断
定
す
る
に
は
な
お
検

討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
（
加
え
て
、
「
表
白
」
と
題
さ

れ
一
書
と
し
て
単
独
で
伝
存
し
て
い
る
文
献
以
外
に
、
次
第
・
作
法
の
書

院
政
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
表
白
文
量
産
の
史
的
背
景
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に
記
録
さ
れ
た
、
数
多
く
の
表
白
文
の
存
在
に
気
づ
か
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
い
っ
そ
う
総
数
の
把
握
が
困
難
に
な
っ
て
き
た
）
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
表
白
文

作
成
の
現
場
に
可
能
な
限
り
接
近
し
て
、
そ
の
作
成
の
実
態
と
量
産
の
事

実
を
確
認
し
、
歴
史
的
に
な
ぜ
こ
の
時
期
に
表
白
文
が
量
産
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
史
料
を
手
が
か
り

に
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

二
、
表
白
文
の
伝
存
状
況

『
醍
醐
寺
本
表
白
集
』
、

こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
表
白
文
が
院
政
鎌
倉
時
代
に
数
多
く
作
成
さ
れ
た

事
実
を
確
認
し
て
お
く
。

(
-
）
平
安
時
代
の
表
白
文
（
注
1
)

平
安
時
代
に
作
成
さ
れ
た
表
白
文
は
、
大
凡
以
下
の
通
り
で
あ
っ
て
、

平
安
時
代
後
期
以
前
と
、
院
政
期
と
で
は
歴
然
と
し
た
差
が
あ
る
。

①
平
安
時
代
初
期
資
料
群

11

『
続
逼
照
発
揮
性
霊
集
補
閤
抄
』
巻
第
八
：
・
六
篇

②
平
安
時
代
中
・
後
期
資
料
群

1
1

『
本
朝
文
粋
』
巻
第
十
三
、
『
本
朝
続
文
粋
』
巻
第
十
二
、

朝
文
集
』
巻
第
五
十
三
、
五
十
八
等
…
二
七
篇

③
院
政
期
資
料
群

1
1

『
高
山
寺
本
表
白
集
（
雑
筆
集
）
』
、

『
本

『
表
白
御
草
』
、
『
維
摩
会
表
白
抄
』
等
…
三
二
四
篇

但
し
、
現
在
も
院
政
期
資
料
群
以
降
は
追
加
す
べ
き
文
献
が
多
く
見
出

さ
れ
て
い
る
の
で
こ
の
数
値
は
な
お
更
新
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
（
注

2
)
。
し
か
し
、
逆
に
平
安
時
代
後
期
以
前
の
表
白
文
で
新
た
に
追
加
す

べ
き
も
の
は
、
石
山
寺
本
『
表
白
集
』
所
収
の
篇
く
ら
い
で
あ
っ
て
（
こ

れ
も
後
述
の
如
く
十
一
世
紀
当
時
「
表
白
」
と
題
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か

疑
問
が
残
る
）
、
平
安
時
代
後
期
以
前
の
篇
が
今
後
の
経
蔵
調
査
等
に
よ

っ
て
院
政
期
以
降
の
篇
数
を
凌
駕
す
る
ほ
ど
見
つ
か
る
蓋
然
性
は
低
い

と
見
ら
れ
る
。
但
し
、
平
安
時
代
初
・
中
期
の
次
第
・
作
法
の
古
文
献
に

よ
る
確
認
作
業
は
継
続
の
必
要
が
あ
る
。

（
二
）
鎌
倉
時
代
の
表
白
文
ー
高
山
寺
経
蔵
の
場
合
ー

鎌
倉
時
代
の
表
白
文
に
つ
い
て
は
、
現
在
も
そ
の
発
掘
作
業
が
進
め
ら

れ
て
お
り
、
全
体
量
は
末
だ
特
定
し
得
な
い
。
今
、
一
例
と
し
て
、
高
山

寺
経
蔵
の
「
表
白
」
と
題
す
る
文
献
の
点
数
を
書
写
年
代
別
に
示
す
と
、

次
の
よ
う
で
あ
る
（
注
3
)
。

①
平
安
時
代
…
二
篇
（
後
期
一
篇
、
院
政
期
一
篇
）

②
鎌
倉
時
代
…
四
〇
篇
（
初
期
九
篇
、
中
期
一
六
篇
、
後
期
一
五
篇
）

③
南
北
朝
時
代
…
九
篇

④
室
町
時
代
…
ー
一
篇
（
初
期
三
篇
、
中
期
三
篇
、
後
期
五
篇
）

⑤
江
戸
時
代
…
三
六
篇
（
初
期
―
一
篇
、
中
期
一
七
篇
、
後
期
八
篇
）

こ
こ
で
も
、
前
代
に
比
し
て
、
鎌
倉
時
代
書
写
の
表
白
文
が
多
く
伝
存

し
て
い
る
事
実
が
確
認
さ
れ
る
。
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院
政
期
以
降
の
表
白
文
が
数
多
く
伝
存
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ

る
と
し
て
も
、
こ
の
中
に
は
、
い
わ
ば
「
見
せ
か
け
の
増
加
」
と
で
も
称

す
べ
き
事
情
が
存
す
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
前
の
「
表
白
」
が

多
く
草
さ
れ
る
、
そ
の
一
方
で
、
か
か
る
諷
誦
文
類
の
総
称
と
し
て
「
表

白
」
と
題
さ
れ
る
文
献
が
増
加
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
表

白
」
の
名
を
冠
す
る
文
献
の
量
が
増
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

こ
れ
を
、
以
下
、
(
-
)
か
ら
（
九
）
の
諸
事
象
の
検
討
に
よ
っ
て
浮

か
び
上
が
ら
せ
て
み
た
い
。

(
-
）
表
白
集
の
内
容

①
続
群
書
類
従
本
（
巻
第
八
二
五
）
『
表
白
集
』
中
の
「
表
白
」
以
外

の
文
章

上
醍
醐
清
瀧
宮
法
花
義
疏
講
経
釈
、
乗
遍
阿
闇
梨
追
善
諷
誦
文
、
同
祈

願
詞
、
仁
和
寺
百
部
最
勝
王
経
供
養
草
、
同
舟
講
祈
願
詞
定
範
、
教
化
、

同
講
講
師
問
者
嘆
徳
詞

5"、
経
釈
、
下
清
瀧
義
疏
舟
講
祈
願
詞
成
1‘

院

歳
末
御
懺
法
結
願
祈
願
詞
、
論
匠
教
化
寛
詮
、
事
由
、
高
野
検
校
阿
閤
梨
“

ご
も
、
次
六
種
、
供
養
浄
陀
羅
尼
、
上
醍
醐
持
賓
王
院
供
養
願
文
、
同
院

御
一
周
忌
例
時
結
願
神
分
、
祈
願
、
同
諷
誦
文
、
金
剛
界
念
誦
賦
、
上
醍

醐
円
光
院
供
養
願
文
、
宣
旨
請
文
、
高
野
往
生
院
心
覚
阿
閤
梨
追
善
願
文
、

真
海
阿
閤
梨
望
東
寺
灌
頂
申
文
、
大
弐
局
逆
修
願
文
、
請
殊
蒙
天
恩
因
准

、
「
表
白
」
の
総
称
化

「
表
白
」
に
広
義
と
狭
義
の
二
類
を
認
め
、
そ

先
例
罷
所
帯
権
僧
正
井
東
寺
長
者
職
以
阿
闇
梨
成
賢
被
補
権
律
師
状
、
高

野
奥
院
誦
経
諷
誦
文
、
請
殊
蒙
天
恩
因
准
傍
例
以
大
法
師
乗
継
補
蓮
花
王

院
寄
加
阿
闇
梨
職
状
、
同
御
影
堂
誦
経
諷
誦
文
、
同
諷
誦
文

②
醍
醐
寺
本
『
表
白
集
，
尋
』

以
外
の
文
章

院
御
念
誦
結
願
事
由

(
1
)
、
院
御
佛
供
養

(
6
)
、
尊
勝
佛
頂
供
養

(
7
)
、
如
法
尊
勝
(
8
)
、
仁
王
経
御
修
法
(
1
2
、
1
3
)
、
五
壇

(15
、

16)
、
北
斗

(20)
、
顕
能
六
観
音
堂
供
養

(24)
、
同
人
堂
供
養

(25)
、

盛
輔
入
道
堂
供
養

(26)
、
女
院
御
逆
修
結
願
曼
荼
羅
供

(28)
、
院

御
逆
修
結
願
曼
荼
羅
供

(29)
、
一
切
経
会
事

(31)
、
教
化

(32
、
33
、

4
0
)
、
述
懐

(38)
、
尊
勝
陀
羅
尼

(41)

③
十
二
巻
本
『
表
白
集
』
（
注
4
)

巻
第
三
1
1
結
縁
灌
頂
大
阿
閤
梨
嘆
徳
、
結
縁
灌
頂
小
阿
闇
梨
嘆
徳
、
伝
法

灌
頂
嘆
徳
、
結
縁
灌
頂
大
阿
閤
梨
嘆
徳
返
答
、
結
縁
灌
頂
小
阿
闇
梨
嘆
徳

返
答
、
伝
法
灌
頂
嘆
徳
返
答
、
伝
法
灌
頂
教
誡
、
伝
法
灌
頂
教
誡
返
答

巻
第
十
二
1
1
竪
義
（
三
観
義
、
六
即
義
等
）

以
上
、
『
表
白
集
』
と
称
さ
れ
た
文
献
の
内
容
等
か
ら
知
ら
れ
る
限
り
、

す
べ
て
が
い
わ
ゆ
る
「
表
白
」
と
題
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
表
白
」

と
題
さ
れ
る
も
の
以
外
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
。

諷
誦
文
、
願
文
、
嘆
徳
、
嘆
徳
返
答
、
教
化
、
経
釈
、
事
由
、
竪
義
、

教
誡
、
教
誡
返
答
、

右
の
諸
草
は
、
従
来
、

（
第
四
ニ
ニ
函
第
一
三
五
号
）
の
「
表
白
」
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の
広
義
の
「
表
白
」
に
属
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
（
注
5
)
。

但
し
、
こ
の
場
合
、
広
義
の
「
表
白
」
と
は
ど
う
い
っ
た
内
容
を
包
含
す

る
の
か
、
そ
の
外
延
は
必
ず
し
も
明
確
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。
以
下
に
は
、

他
に
ど
の
よ
う
な
文
章
が
「
表
白
」
の
範
疇
に
含
め
ら
れ
た
か
に
つ
い
て

調
査
し
得
た
と
こ
ろ
を
示
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

（
二
）
「
表
白
」
の
標
題
を
附
加

院
政
時
代
書
写
の
石
山
寺
本
表
白
集
（
深
―
―

-
6
3
)

に
は
、
平
救

作
の
文
章
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
少
な
く
と
も
次
の
三
篇
が
、

鎌
倉
時
代
後
期
に
称
名
寺
長
老
剣
阿
の
下
で
分
担
書
写
さ
れ
て
二
十
二

巻
本
表
白
集
(
-
五

1
)
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
注
目
さ

れ
る
の
は
、
石
山
寺
本
の
題
目
と
、
こ
の
金
沢
文
庫
本
表
白
集
に
お
け
る

そ
れ
と
で
異
な
っ
て
お
り
、
後
者
に
「
表
白
」
の
題
目
を
附
け
て
編
集
し

て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

（例）

①
石
山
寺
本
18
仁
和
寺
宮
始
為
灌
頂
阿
闇
梨
令
行
観
音
院
灌
頂
乞
戒

II

金
沢
文
庫
本
巻
二

1
2観
音
院
灌
頂
乞
戒
導
師
刻
叫
~

②
石
山
寺
本
5
治
安
三
年

□

月
七
日
仁
和
寺
宮
御
灌
頂
乞
戒
1
1
金
沢
文

庫
本
巻
三

3
大
御
室
御
灌
頂
誦
経
導
師
剌
叫
▼

③
石
山
寺
本
34
孔
雀
経
御
修
法
11
金
沢
文
庫
本
巻
十
四
1
公
家
孔
雀
経

御
修
法
裁
団
T

（
三
）
仁
和
寺
蔵
『
灌
頂
表
白
多
本
』
と
「
灌
頂
文
」

さ
ら
に
、
院
政
時
代
（
末
期
力
）
書
写
の
仁
和
寺
蔵
『
灌
頂
表
白
多
＊
』

は
、
そ
の
外
題
を
紺
紙
に
金
字
で
書
い
た
も
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
書

写
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
外
題
さ
れ
た
も
の
と
思
し
い
が
、
こ
の
内
容
は
、
弘

法
大
師
御
作
「
平
城
天
皇
灌
頂
文
」
（
内
題
）
、
「
嵯
峨
太
上
太
后
灌
頂

文
」
（
内
題
）
を
収
録
し
た
も
の
で
「
表
白
」
と
は
題
さ
れ
て
お
ら
ず
、

「
灌
頂
文
」
を
「
表
白
」
と
認
め
た
例
と
し
て
注
意
さ
れ
る
。

仁
和
寺
蔵
『
灌
頂
表
白
多
本
』
（
外
題
）
（
塔
7
)

一
帖

〇
院
政
時
代
写
、
朱
点
（
仮
名
、
ヲ
コ
ト
点
・
喜
多
院
点
、
院
政
期
）
、

白
点
（
仮
名
、
ヲ
コ
ト
点
・
喜
多
院
点
、
院
政
期
）

こ
の
よ
う
に
、
院
政
時
代
末
鎌
倉
時
代
初
期
に
か
け
て
、
「
表
白
」
な

る
呼
称
を
広
義
の
意
味
で
用
い
て
い
る
文
献
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

（
四
）
続
群
書
類
従
本
（
巻
第
八
二
五
）
『
表
白
集
』

続
群
書
類
従
本
（
巻
第
八
二
五
）
『
表
白
集
』
の
「
舎
利
講
表
白
」
で

は
、
こ
の
よ
う
に
題
さ
れ
る
次
に
以
下
の
よ
う
に
次
第
が
記
さ
れ
、
「
啓

白
」
を
引
載
し
て
い
る
。

舎
利
講
表
白
故
高
野
三
人
聖
人
修
之
」
先
惣
證
諸
僧
皆
穐
」
次
着
座

次

前

方

便

金

二

丁

法

用

梵

音

錫

杖

唄

散

花

」

次

金

一

丁

啓

白

（
五
）
高
山
寺
蔵
『
金
剛
界
念
誦
私
記
』
（
第
三
部
三
八
号
）

〇
鎌
倉
時
代
中
期
写
、
粘
葉
装
、
「
心
蓮
院
」
単
廓
朱
印
、
朱
点
（
仮
名
、

ヲ
コ
ト
点
・
東
大
寺
点
、
鎌
倉
中
期
）
、
墨
点
（
仮
名
、
鎌
倉
中
期
）
、

（
奥
書
）

．．． 
此
軌
則
以
神
楽
岡
次
第
為
本
、
其
中
書
加
神
分
勧
請
発
願
祈

願
礼
佛
廻
向
文
等
表
白
詞
私
草
之
、
兼
注
祖
師
大
僧
都
口
伝
而
已
、

秘
密
伝
法
闇
梨
僧
正
栄
海
（
生
年
・
六
十
五
）

右
の
奥
書
は
、
神
楽
岡
長
慶
の
次
第
に
無
か
っ
た
表
白
の
詞
を
後
に
栄

海
が
書
き
加
え
た
由
を
記
す
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
拠
れ
ば
「
神
分
勧
請
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発
願
祈
願
礼
佛
廻
向
文
等
」
を
「
表
白
」
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
六
）
表
白
文
を
「
修
」
す
と
い
う
こ
と
。

〇
此
日
、
最
勝
講
初
日
也
、
…
修
表
白
之
期
仰
也
、
次
談
経
論
義
如
例
、

講
師
権
少
僧
都
覚
什
、
問
者
興
福
寺
順
高
"
t
}
先
有
表
白
如
例
、
論

議
了
（
『
玉
葉
』
巻
六
〇
、
建
久
二
年
五
月
廿
六
日
）

〇
去
十
日
被
修
孔
雀
経
護
摩
、
了
而
猶
可
為
法
之
由
、
有
其
沙
汰
、
此
事

不
可
然
之
由
等
也
、
（
玉
葉
）
巻
六
三
、
建
久
三
年
正
月
十
三
日
）

「
修
」
す
対
象
は
、
右
の
例
の
よ
う
に
、
通
常
修
法
全
体
を
指
す
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
一
要
素
の
「
表
白
」
で
は
な
い
。
し
か
る
に
、
こ
こ
で
「
表

白
」
を
「
修
」
す
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
修
法
全
体
の
趣
旨
を
「
表
白
」
に
託
し
、
修
法
そ
の
も
の
の
代
名
詞

と
し
て
用
い
ら
れ
た
例
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
に
関
連
す
る
記
事
と
し
て
は
、

次
の
澄
憲
の
祈
雨
啓
白
が
注
目
さ
れ
る
。

〇
其
中
に
今
年
春
の
比
よ
り
天
下
旱
魃
し
て
夏
の
半
に
至
り
、
江
河
流
止

り
け
れ
ば
、
土
民
耕
作
の
煩
を
歎
、
国
士
農
業
の
勤
め
を
廃
す
。
…
清

涼
殿
に
し
て
恒
例
の
最
勝
講
被
始
行
。
五
月
二
十
四
日
は
開
白
也
、
ニ

十
五
日
は
第
二
日
也
、
…
澄
憲
天
下
の
旱
魃
を
歎
、
勧
農
の
廃
退
を
憂

て
、
敬
白
に
言
を
尽
し
、
龍
神
に
理
を
責
て
、
雨
を
祈
乞
給
け
り
。
其

詞
に
云
、
…
と
ぞ
被
啓
白
た
り
け
る
。
龍
神
道
理
に
せ
め
ら
れ
、
天
地

感
応
し
て
、
陰
雲
忽
に
引
覆
、
大
雨
頻
に
下
け
り
。
（
『
源
平
盛
衰
記
』

波
巻
第
三
澄
憲
祈
雨
事
）
．
醍
醐
寺
本
『
表
白
集
澄
憲
』
「
最
勝
講
第

四
座
啓
白
詞
」
（
注
6
)
。

（
七
）
「
表
白
」
と
「
願
文
」

1
維
摩
会
講
師
表
白
の
例
等
ー

維
摩
会
講
師
表
白
は
、
十
一
世
紀
後
半
に
は
、
「
件
文
、
為
故
実
、
不

経
講
師
人
、
不
令
見
者
也
」
（
『
中
右
記
』
承
徳
二
年
十
月
十
日
）
と
い

わ
れ
、
講
師
末
経
験
者
は
他
見
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
し
、
ま
た
新
講
師
は
、

新
写
す
る
の
が
恒
例
で
あ
っ
た
。
こ
の
最
古
の
も
の
は
、
長
暦
三
年
（
一

0
三
九
）
十
月
の
維
摩
会
講
師
明
懐
表
白
が
知
ら
れ
、
興
福
寺
に
蔵
さ
れ

る
由
で
あ
る
。
こ
の
表
白
文
の
構
成
は
、
縁
起
と
願
文
が
ま
ず
置
か
れ
、

こ
れ
に
続
い
て
、
『
維
摩
詰
経
』
あ
る
い
は
『
無
垢
称
経
』
の
各
品
の
教

相
判
釈
が
附
属
し
、
最
後
に
結
願
文
で
締
め
括
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

年
紀
年
数
・
講
師
の
僧
名
の
み
が
変
わ
る
だ
け
で
、
十
一
世
紀
か
ら
十
六

世
紀
に
至
る
ま
で
そ
の
字
句
は
殆
ど
一
致
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
願
文
」
の
内
容
を
表
白
文
に
包
摂
す
る
事
例
は
、
院

政
時
代
よ
り
他
に
類
例
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〇
善
根
之
趣
蓋
以
如
此
。
具
旨
願
文
被
載
セ
（
金
沢
文
庫
本
仏
教
説
話
集
）

0
表
白
：
善
願
ノ
旨
趣
何
者
・
・
・
御
願
旨
趣
在
之
（
『
諸
事
表
白
』
四
小
林

表
白
・
ニ
五
オ
）

0
地
蔵
在
表
白
：
・
委
旨
ハ
為
被
御
願
文
。
願
文
元
ク
ハ
経
題
始
ム
（
『
諸

事
表
白
』
九
地
蔵
．
―
-
六
ウ
）

右
の
『
諸
事
表
白
』
九
の
例
は
、
願
文
の
趣
旨
を
要
約
し
て
表
白
と
し

た
旨
末
尾
に
記
し
、
続
い
て
、
願
文
が
略
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
の
次
第

を
添
加
し
て
い
る
。

(
-
）
に
お
い
て
①
文
献
の
如
く
、
『
表
白
集
』
に
「
願
文
」
と
題
さ

れ
る
篇
の
混
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
の
よ
う
に
「
願
文
」
も
「
表

白
」
の
一
と
し
て
理
解
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
両
者
は
、
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施
主
か
導
師
か
の
立
場
の
相
違
の
み
で
内
容
上
接
近
す
る
こ
と
も
あ
っ

た
ら
し
い
。
そ
こ
で
、

〇
亡
室
以
緑
羅
之
春
色
早
託
孤
松
以
玉
琴
之
夜
心
苦
寄
幽
愁
（
中
略
）
~

松
幽
悲
者
願
文
故
也
若
表
白
用
之
者
可
云
翠
松
瑶
衰
（
『
言
泉
集
』
ニ

帖
之
一
、
反
魂
香
事
、
訓
点
略
）

の
ご
と
き
記
事
が
生
ま
れ
る
土
壌
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
文
章
の
字
句
を

入
れ
替
え
れ
ば
「
願
文
」
は
「
表
白
」
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
（
注
7
)
。

（
八
）
「
表
白
」
と
「
啓
白
」

「
啓
白
」
は
ま
ま
「
表
白
」
と
同
義
に
用
い
ら
れ
る
（
注
8
)
。
こ
の

同
義
的
「
啓
白
」
は
「
表
白
」
に
比
し
て
古
い
呼
称
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

①
東
寺
観
智
院
本
胎
蔵
秘
密
略
大
軌
（
第
七
十
一
箱
七
号
）
．
胎
蔵
略
述

（
第
八
十
箱
四
五
号
）
（
注
9
)
1
1
「
次
啓
白
而
言
」
（
『
胎
蔵
秘
密

略
大
軌
』
・
『
胎
蔵
略
述
』
と
も
）

②
随
心
院
蔵
「
三
摩
耶
戒
私
記
金
」
（
第
一
函
三
号
、
平
安
時
代
承
暦

三
年
写
、
俊
覚
筆
、
大
原
僧
都
（
長
宴

‘
1
0
一
六

S
1
0
八
一
）
御

房
本
ノ
写
）
一
巻
11
「
阿
闇
梨
啓
白
（
以
下
本
文
ア
リ
、
略
）
」

（
奥
書
）
承
暦
三
年
十
月
八
日
以
大
原
僧
都
御
房
「
新
」
本
書
写
畢
僧

俊
覚
之
本

③
随
心
院
蔵
「
大
威
徳
法
」
（
第
一
函
三
五
号
、
平
安
時
代
元
永
元
年
写
、

厳
覚
筆
）
一
巻
11
「
先
啓
白
云
（
以
下
本
文
ア
リ
、
略
）
」

（
奥
書
）
右
奉
為
金
輪
聖
王
玉
鉢
安
穏
賣
寿
長
遠
無
辺
御
願
」
決
定
成

就
始
自
十
一
月
廿
三
日
迄
千
今
日
井
廿
一
ケ
日
夜
之
間
」
卒
六

口
伴
侶
殊
致
精
誠
奉
供
如
右
」
元
永
元
年
十
二
月
十
五
日
阿
閤

梨

権

少

僧

都

厳

覚

・

④
石
山
寺
蔵
校
倉
聖
教
「
息
災
護
摩
私
記
」
（
第
一
九
函
七
三
号
、
平
安

時
代
承
平
七
年
写
）
一
帖
11
「
如
是
捧
已
而
啓
白
言
」

（
奥
書
）
承
平
七
年
六
月
廿
三
日
写
了

⑤
石
山
寺
蔵
校
倉
聖
教
「
一
字
儀
軌
」
（
第
一
五
函
五
一
号
、
平
安
時
代

中
期
写
）
一
帖
11
「
次
火
天
啓
白
」

⑥
石
山
寺
蔵
校
倉
聖
教
「
不
動
念
誦
次
第
」
（
第
一
九
函
一
三
四
号
、
平

安
時
代
長
暦
元
年
頃
写
）
一
帖
11
「
啓
白
」
（
以
下
本
文
ア
リ
、
宝
幡

院
点
・
仮
名
交
リ
文
、
仮
名
交
リ
ハ
コ
ノ
箇
所
ノ
ミ
）

（
奥
書
）
梵
字
最
初
発
心
是
也
後
見
人
敢
」
不
咲
誘
不
可
一
例
後
之
而
巳
」

長
暦
元
年
秋
之
比
注
之
」

の
よ
う
に
、
平
安
時
代
後
期
以
前
の
古
写
本
に
い
ず
れ
も
、
次
第
中
「
啓

白
」
は
見
え
る
が
、
「
表
白
」
の
語
の
容
易
に
見
出
し
難
い
こ
と
か
ら
も

首
肯
さ
れ
る
。

（
九
）
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
「
表
白
」
の
流
れ

（
二
）
で
取
り
上
げ
た
平
救
阿
閤
梨
の
「
表
白
」
は
、
漢
字
仮
名
交
じ

り
文
で
あ
っ
て
、
漢
文
体
の
「
表
白
文
」
と
は
元
来
は
別
の
文
章
ジ
ャ
ン

ル
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
事
実
、
石
山
寺
本
に
「
表
白
」
の
標
題
の

な
い
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
の

文
章
も
「
表
白
文
」
と
見
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
、
平

安
時
代
初
期
の
東
大
寺
諷
誦
文
稿
な
ど
も
あ
る
い
は
後
に
は
「
表
白
文
」

と
呼
称
さ
れ
て
よ
い
文
章
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
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院
政
時
代
以
降
表
白
文
が
量
産
さ
れ
る
と
い
う
現
象
は
、
仏
教
行
事
た

る
法
会
、
修
法
そ
の
も
の
が
増
加
し
て
き
た
こ
と
と
無
縁
で
は
無
か
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
ま
ず
事
実
と
し
て
確
認
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ

が
表
白
文
の
量
産
と
具
体
的
に
ど
う
関
わ
る
の
か
を
見
極
め
る
必
要
が

あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
(
-
)
院
政
時
代
よ
り
法
会
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
、
具
体
的
に
、
新
奇
な
法
会
の
創
始
と
い
う

質
的
側
面
と
回
数
の
増
加
と
い
う
量
的
側
面
の
双
方
か
ら
検
討
し
、
次
に

（
二
）
法
会
に
お
け
る
表
白
文
の
位
置
づ
け
の
変
化
を
、
実
際
の
作
法
・

次
第
の
文
献
か
ら
追
う
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
そ
こ
で
、
任
意
要
素
で
あ

っ
た
表
白
文
が
、
法
会
に
お
い
て
徐
々
に
地
位
を
高
め
、
や
が
て
必
須
要

素
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
事
実
を
認
め
た
い
。

(
-
）
法
会
の
盛
行
ー
新
奇
な
法
会
の
創
始
、
回
数
の
増
加
ー

①
新
奇
な
法
会
の
創
始

院
政
時
代
に
な
る
と
、
従
来
一
般
的
な
別
尊
法
に
加
わ
り
、
新
奇
特
異

な
別
尊
法
が
発
達
し
て
く
る
。
六
字
法
、
愛
染
法
、
大
威
徳
法
な
ど
が
そ

れ
で
あ
る
。
十
二
世
紀
に
入
る
と
、
藤
原
忠
実
は
愛
染
法
に
異
常
な
熱
意

を
示
し
、
『
殿
暦
』
に
は
、
自
己
の
除
病
物
忌
の
み
な
ら
ず
、
姫
の
た
め

毎
年
愛
染
王
を
供
養
す
る
記
事
が
枚
挙
に
違
無
く
現
れ
る
と
い
う
（
注

0
)

。

ー

さ
ら
に
、
大
北
斗
法
は
、
十
二
世
紀
よ
り
始
ま
る
新
奇
な
修
法
で
あ
る

四
、
法
会
に
お
け
る
表
白
文
の
位
置
づ
け
の
変
化

『
覚
禅
紗
』

こ
と
、

11)

。

0
白
河
院
御
時
、
成
就
院
僧
正
寛
助
被
奉
勤
仕
（
略
）
東
寺
被
修
大
北

斗
法
、
自
古
相
伝
欺
。
宮
答
云
、
無
本
説
。
寛
助
始
修
之
。
（
勧
修
寺

本
『
覚
禅
紗
』
・
大
北
斗
法
、
勤
行
先
跡
）

護
摩
壇
等
の
し
つ
ら
え
の
異
な
り
は
あ
っ
て
も
そ
の
次
第
は
、
「
北
斗

供
」
と
同
様
と
い
い
、
し
か
し
て
、
そ
の
「
北
斗
供
次
第
」
に
は
、
「
次

表
白
初
時
計
用
之
。
不
取
香
墟
。
金
合
。
云
々
」
と
あ
る
か
ら
、
お
そ

ら
く
は
表
白
文
も
存
し
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
如
法
尊
勝
法
も
、
天
仁
二
(
―

1
0
九
）
年
範
俊
、
白
河
院
の

た
め
こ
れ
を
修
す
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
範
俊
の
創
案
か
と
考
え
ら
れ
て

お
り
、
寛
信
は
、
保
延
六
（
―
-
四

0
)
年
鳥
羽
院
の
下
命
を
受
け
、
聖

教
化
し
、
後
に
伝
え
て
い
る
（
注

12)
。

②
法
会
の
回
数
の
増
加

法
会
の
回
数
が
増
加
す
る
に
及
ん
で
、
こ
れ
に
比
例
し
て
表
白
文
の
作

成
の
機
会
が
増
え
て
い
っ
た
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
具
体
的
に
裏
付
け
る
こ
と
は
実
は
相
当
に
困
難

で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
の
修
法
の
行
わ
れ
た
個
々
の

記
録
は
残
っ
て
い
て
も
、
す
べ
て
を
網
羅
し
て
あ
る
と
は
限
ら
ず
、
ま
た

公
家
日
記
等
の
記
事
の
多
く
は
記
主
の
関
与
し
、
見
聞
し
た
範
囲
の
も
の

し
か
記
載
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
院
政
期
は
こ
の
記
録
た
る
聖
教
の

書
写
が
急
増
し
て
く
る

(11
聖
教
化
）
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
注

13)

が
、
こ
れ
と
て
も
数
量
化
と
な
る
と
甚
だ
困
難
を
極
め
る
。

（
勧
修
寺
本
大
北
斗
法
）
に
説
く
通
り
で
あ
る
（
注
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従
っ
て
、
こ
れ
を
客
観
的
な
数
値
で
示
す
こ
と
は
現
段
階
で
は
厳
密
に

は
な
し
え
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

（
二
）
法
会
に
お
け
る
表
白
文
の
重
点
の
変
化

ー
任
意
要
素
か
ら
必
須
要
素
ヘ
ー

法
会
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
事
実
だ
と
し
て
も
、
そ
の

こ
と
は
直
ち
に
表
白
文
の
量
産
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
法
会

が
催
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
常
に
表
白
を
宣
読
す
る
と
は
限
ら
な
い
可

能
性
も
あ
り
（
先
掲
石
山
寺
蔵
次
第
類
）
、
ま
た
、
次
第
・
作
法
に
お
け

る
、
表
白
の
位
置
づ
け
も
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

①
十
八
道
次
第
に
お
け
る
表
白
の
位
置
に
つ
い
て

ま
ず
、
『
十
八
道
次
第
』
の
例
に
、
次
第
に
お
け
る
「
表
白
」
の
位
置

の
変
遷
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

十
八
道
法
は
、
十
八
契
印
を
本
と
し
て
修
す
る
密
教
入
門
の
行
法
で
あ

っ
て
、
荘
厳
行
者
法
・
結
界
法
・
荘
厳
道
場
法
・
勧
請
法
・
結
護
法
・
供

養
法
の
六
法
よ
り
成
る
。
四
度
加
行
（
十
八
道
・
金
剛
界
・
胎
蔵
・
不
動

護
摩
法
）
の
最
初
の
行
法
で
あ
り
、
真
言
宗
の
修
行
の
入
門
と
な
る
も
の

で
あ
る
。
高
山
寺
・
仁
和
寺
を
は
じ
め
、
こ
の
十
八
道
法
に
係
る
「
＋
八

道
表
白
」
の
写
本
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

十
八
道
次
第
の
最
古
の
も
の
と
し
て
は
、
『
仏
書
解
説
大
辞
典
』
に
拠

＇
れ
ば
、
弘
法
大
師
空
海
作
の
も
の
が
存
す
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
弘

法
大
師
全
集
』
第
七
（
密
教
文
化
研
究
所
編
、
一
九
六
五
）
に
収
め
ら
れ

（
讃
岐
与
田
寺
所
蔵
中
院
流
初
伝
本
、
長
寛
二
年
八
月
五
日
本
奥
書
ア

リ
）
、

0
先
浄
三
業
三
部
被
甲
護
身
了
…
」
渕
刻
白
禅
州
~
用
召
出
ぎ
金
二

打
」
次
一
切
恭
敬
敬
礼
常
住
三
賓
」
次
浄
三
業
真
言
如
先
普
礼
真

言
如
先
（
以
下
略
）

と
あ
る
。

つ
い
で
、
寛
平
法
皇
御
作
と
し
て
（
但
し
根
拠
は
末
詳
）
、
仁
和
寺
御

経
蔵
に
『
十
八
道
念
誦
次
第
』
一
巻
が
存
し
、

0
「
長
治
二
(
―

1
0
五
）
年
正
月
十
三
日
御
室
奉
誦
了
」
（
朱
書
）

の
奥
書
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
（
注

14)
。

こ
れ
に
拠
れ
ば
、
「
表
白
」
は
、

0
先
浄
三
業
三
部
被
甲
護
身
了

．．． 
」
次
表
白
神
分
用
否
任
意
二
打
」

次
一
切
恭
敬
敬
礼
常
住
三
賓
」
次
浄
三
業
真
言
普
礼
真
言
（
以
下

略）

と
先
と
同
様
、
「
表
白
」
は
《
任
意
に
用
い
よ
》
と
あ
る
。
こ
れ
と
同
様

の
タ
イ
プ
の
も
の
と
し
て
は
、
同
じ
く
、
仁
和
寺
蔵
本
で
、

0
永
暦
二
（
―
-
六
一
）
年
辛
巳
六
月
十
三
日
甲
寅
於
大
聖
院
御
所
奉
伝

受
御
室
了

同
七
月
七
日
戊
寅
於
喜
多
院
御
経
蔵
始
行
之
沙
門
守
覚

の
奥
書
を
有
す
る
も
の
、
ま
た
、
鎌
倉
時
代
後
期
写
本
の
、

〇
御
本
云
随
二
品
大
王
受
十
八
契
印
畢
初
雖
学
小
野
両
流
今
伝
広

沢
一
統
依
帝
先
訓
慕
好
也
、

の
奥
書
（
霊
二
〇
函
1
9
号
）
を
有
す
る
も
の
に
も
、
「
次
表
白
神
分

用
否
任
意
二
打
」
と
あ
る
。

高
山
寺
に
は
、
十
八
道
法
に
関
す
る
古
写
本
が
多
数
蔵
さ
れ
て
い
る
。
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こ
れ
を
類
別
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

A

「
表
白
」
の
題
目
無
き
も
の

①
「
十
八
道
次
第
」

(
W
八
0
1
四
六
）
一
帖
11
平
安
時
代
康
和
五
（
一

1
0
三
）
年
写
、

②
「
十
八
道
念
誦
次
第
」
（
W
-
九
一
ー
七
八
）
一
帖
11
院
政
時
代
写
、

③
「
十
八
道
次
第
」
（
W
-
八
ニ
ー
四
二
）
一
帖
11
平
安
時
代
後
期
写
、

但
し
、
③
の
「
十
八
道
次
第
」
（
W
-
八
ニ
ー
四
二
）
は
、
外
題
「
ロ

口
道
次
第
」
と
あ
る
も
、
尾
題
「
普
口
念
誦
略
次
第
」
と
あ
っ
て
、
十
八

道
次
第
と
認
め
る
に
躊
躇
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
に
は
、
「
次

発
言
啓
白
次
神
分
次
祈
願
已
上
啓
白
等
在
別
」
と
「
啓
白
」
が
配

さ
れ
る
。

B

「
表
白
」
の
題
目
あ
る
も
、
本
文
は
引
載
し
な
い
も
の

①
「
十
八
道
念
誦
次
第
」

(
W
八
0
3
8
)

一
帖
11
院
政
時
代
写
、

②
「
＋
八
道
念
誦
次
第
」
（

W
-
八
二

64)

一
帖
11
平
安
時
代
久
寿
二

（
―
-
五
四
）
年
写
、

③
「
十
八
道
念
誦
次
第
」

(
W
八
0
3
)

一
帖
11
鎌
倉
時
代
中
期
写
、

④
「
十
八
道
行
法
次
第
」

(
W
八
0
1
3
)

一
帖
11
院
政
時
代
写
、

⑤
「
＋
八
道
行
法
次
第
」
（

W
-
九
＿
1
7
8
）
一
帖
11
院
政
時
代
写
、

①
か
ら
③
の
念
誦
次
第
に
は
、
「
次
表
白
神
分
用
否
任
意
」
と
あ
り
、

④
と
⑤
の
行
法
次
第
に
は
、
「
次
神
分
表
白
任
意
」
と
あ
り
、
両
者
の

次
第
の
い
ず
れ
も
表
白
は
任
意
要
素
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

C

「
表
白
」
の
題
目
あ
り
、
か
つ
本
文
も
引
載
す
る
も
の

①
「
十
八
道
念
誦
次
第
」

(II97)

一
巻
11
鎌
倉
時
代
初
期
写
、

②
「
十
八
道
行
法
次
第
」

(
-
―
七
五
）
年
写
、

③
「
広
正
下
十
八
道
初
行
教
道
持
明
院
」

鎌
倉
時
代
中
期
写
、

本
文
を
引
載
す
る
文
献
の
う
ち
、
①
と
②
は
や
は
り
B
と
同
様
に
「
任

意
」
の
字
句
が
添
え
ら
れ
る
。

鎌
倉
時
代
中
期
写
の
③
の
み
が
、
こ
の
字
句
を
添
え
ず
、
あ
る
い
は
こ
の

頃
か
ら
表
白
が
十
八
道
法
に
お
い
て
必
須
の
要
素
と
し
て
定
着
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
高
山
寺
に
単
独
で
蔵
さ
れ
て
い
る
十
八
道
表
白
（

W
-
五

七
2
9
[
1
]
等
）
が
い
ず
れ
も
鎌
倉
時
代
中
期
よ
り
後
の
写
本
で
あ
る

こ
と
も
こ
れ
と
関
連
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

A
か
ら
B
、
C
を
通
覧
す
る
と
、
院
政
鎌
倉
時
代
初
期
に
か
け
て
、
表

9

白
は
次
第
の
中
で
は
、
い
わ
ゆ
る
任
意
の
要
素
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

中
で
も
平
安
時
代
十
二
世
紀
初
頭
（
康
和
年
間
）
ま
で
に
は
、
表
白
の
無

い
次
第
も
あ
る
。
し
か
し
、
鎌
倉
時
代
中
期
十
三
世
紀
中
頃
以
降
は
、
表

白
は
次
第
の
中
で
定
着
し
必
須
要
素
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
て
ゆ
く

よ
う
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
単
に
、
十
八
道
次
第
の
み
に
該
当
す
る
こ
と
で
は
な
い

よ
う
で
あ
っ
て
、
星
供
次
第
や
不
動
次
第
に
お
い
て
も
同
様
の
傾
向
を
指

摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
注

15)
。

（
三
）
高
山
寺
蔵
『
伝
受
類
集
紗
』
に
お
け
る
表
白
の
記
文

『
伝
受
類
集
紗
』
二
十
五
巻

(
W
1
0
三
1
S
2
4
)
は
、
高
山
寺
十

無
尽
院
三
世
恵
林
房
経
弁
が
、
師
の
方
便
智
院
三
世
玄
密
房
仁
真
か
ら
伝

IV
一
五
三

94)

w九
六

3
[
1
]
）
一
帖
II

一
帖
1
1
平
安
時
代
承
安
五



受
し
た
口
決
・
折
紙
類
を
類
棗
し
た
書
で
、
勧
流
の
口
決
類
二
十
三
巻
・

印
信
一
巻
及
び
広
流
灌
頂
一
巻
よ
り
成
る
。
高
山
寺
梅
尾
流
の
真
言
密
教

は
勧
流
・
広
沢
と
も
方
便
智
院
開
基
の
空
達
房
定
真
の
流
に
属
し
、
本
書

は
、
鎌
倉
期
の
梅
尾
流
の
実
質
を
知
る
上
で
貴
重
で
あ
る
。

本
書
は
、
各
巻
と
も
巻
子
本
に
表
面
を
上
下
の
二
段
に
分
か
ち
、
上
段

に
は
諸
尊
法
の
伝
受
口
決
を
、
下
段
に
諸
師
の
口
伝
・
諸
説
を
記
し
て
お

り
、
あ
た
か
も
下
段
が
上
段
の
脚
注
の
如
き
体
裁
と
な
っ
て
い
る
。
下
段

に
納
ま
り
き
ら
ぬ
事
項
は
裏
面
に
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
裏
面
に
は
各
尊

法
の
本
書
・
巻
数
案
・
支
度
案
が
記
さ
れ
、
ま
れ
に
表
白
も
見
ら
れ
る
（
注

6
)
。

ー

こ
の
中
に
は
、
表
白
に
関
す
る
記
事
が
多
数
収
め
ら
れ
て
お
り
、
次
第

に
お
け
る
表
白
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
上
で
も
好
資
料
と
い
え
る
。

〇

求

聞

持

法

息

災

増

益

…

次

表

白

金

合

神

分

次

五

悔

次

発

願
：
・
巳
上
越
前
閤
梨
浄
与
正
応
四
年
正
月
三
日
奉
伝
受
了
経
弁

（
巻
第
七
）

【
下
段
・
裏
面
】
御
作
次
第
云
次
表
白
神
分
任
意
文

は
、
求
聞
持
法
の
表
白
に
つ
い
て
、
御
作
（
弘
法
大
師
）
次
第
で
は
「
任

意
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
裏
面
に
て
注
し
て
い
る
。
即
ち
、
御
作
次
第

で
は
、
任
意
要
素
で
あ
っ
た
表
白
が
、
表
の
次
第
で
は
、
必
須
要
素
と
し

て
定
着
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

〇
始
佛
作
法
：
・
次
表
白
（
本
文
引
載
セ
リ
）
・
・
・
弘
安
四
年
正
月
十
日
奉
伝

受
了
経
弁
（
巻
第
十
八
）

【
下
段
一
私
云
此
一
紙
ノ
作
法
次
奥
二
所
ノ
書
載
ス
ル
仁
平
三
年
ノ
法
務

御
伝
卜
作
法
ノ
様
大
略
同
ス
彼
ニ
ハ
表
白
無
之
而
ル
ニ
丈
六
弥
勒

三
尊
造
立
事
彼
時
ノ
作
法
二
被
記
之
ヲ
然
者
今
ノ
表
白
彼
ノ
仁
平
三

年
造
立
ノ
弥
勒
表
白
欺
云
々

或
作
法
集
云
＂
＂
豆
御
所
持
之
＊
則
鐸
表
白
神
分
等
省
略
ニ
ハ
各
ノ
息
イ
キ
ノ
中
二

シ
テ
不
令
聞
干
人
是
師
伝
也
文

弘
安
四
年
に
伝
受
し
た
経
弁
の
次
第
の
表
白
を
明
恵
上
人
所
持
本
の
作

法
で
は
省
略
の
こ
と
も
あ
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

〇
御
衣
木
加
持
作
法
私
記
之
…
次
三
礼
如
来
唄
次
表
白
…
又
説

先
着
座
次
塗
香
…
此
ハ
無
キ
表
白
モ
作
法
也
。
（
巻
第
十
八
）

右
は
、
当
該
の
作
法
の
「
又
説
」
を
引
く
が
、
「
表
白
も
無
い
作
法
で

あ
る
」
と
殊
更
に
注
し
て
お
り
、
こ
れ
も
表
白
を
作
法
の
必
須
要
素
と
す

る
こ
と
を
前
提
と
す
る
注
記
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。

〇
鎮
壇
…
保
元
元
年
十
二
月
三
日
受
之
智
海
（
巻
第
二
十
一
）

【
裏
面
・
上
段
】
小
野
次
第
理
秘
抄
載
之
：
・
少
表
白
神
分
如
常

【
裏
面
・
下
段
ー
表
白
[
此
表
白
広
流
作
法
集
中
在
之
．
或
本
ニ
ハ
敬
白

ト
云
上
二
金
剛
弟
子
仁
海
卜
云
六
字
有
之
又
中
間
井
奥
ノ
文
ニ
ナ
ヲ
文

句
有
之
俯
テ
次
下
二
重
テ
書
之
]

（
此
処
二
本
文
ヲ
引
載
セ
リ
）

此
表
白
小
野
僧
正
之
草
欺
有
広
略
不
同
是
ハ
略
本
也
已
上

私
云
此
ノ
表
白
広
流
ノ
作
法
ニ
ハ
瀧
浄
ノ
次
二
可
読
之
ヲ
ト
見
タ
リ

彼
集
云
・
次
瀧
浄
香
水
三
反
・
次
執
香
呂
啓
白
Jil"

云
々
然
而
今
如
小
野

次
第
者
常
ノ
表
白
ノ
所
二
可
読
欺
云
々

次
第
に
よ
っ
て
表
白
の
順
序
が
ゆ
れ
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
ま
た
、

「表
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白
」
と
説
明
す
る
当
該
箇
所
が
「
啓
白
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
こ
れ
ら

が
同
義
的
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

概
し
て
「
啓
白
」
の
方
が
古
い
呼
称
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
ら
れ
る
。

右
の
諸
記
事
か
ら
も
、
時
代
が
下
る
と
「
表
白
」
の
位
置
が
次
第
・
作

法
の
中
に
確
立
し
任
意
の
要
素
か
ら
必
須
要
素
と
な
っ
て
ゆ
く
過
程
を

読
み
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

五
、
ま
と
め

以
上
、
こ
こ
で
は
、
院
政
鎌
倉
時
代
に
な
っ
て
「
表
白
」
の
量
産
さ
れ

る
事
実
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
の
史
的
背
景
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と

を
考
え
て
み
た
。

(
-
）
「
表
白
」
の
総
称
化

院
政
鎌
倉
時
代
に
は
、
い
わ
ゆ
る
狭
義
の
「
表
白
」
以
外
の
作
も
そ
れ

と
呼
称
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
存
し
、
広
義
の
「
表
白
」
の
使
用
例
が
確
認
さ

れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
以
前
に
は
「
表
白
」
と
は
呼
称
さ
れ
な
か
っ
た
作

も
こ
の
頃
か
ら
「
表
白
」
と
題
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

具
体
的
に
は
、
諷
誦
文
、
願
文
、
嘆
徳
、
嘆
徳
返
答
、
教
化
、
経
釈
、
事

由
、
竪
義
、
教
誡
、
教
誡
返
答
、
ま
た
、
灌
頂
文
、
啓
白
、
神
分
勧
請
発

願
祈
願
礼
佛
廻
向
文
等
が
、
こ
の
総
称
化
に
よ
っ
て
、
「
表
白
」
と
呼
称

さ
れ
る
ケ
ー
ス
を
指
摘
し
た
。

（
二
）
法
会
に
お
け
る
表
白
文
の
位
置
づ
け
の
変
化

院
政
時
代
よ
り
法
会
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と

注
を
、
具
体
的
に
、
新
奇
な
法
会
の
創
始
と
い
う
質
的
側
面
と
回
数
の
増
加

と
い
う
量
的
側
面
の
双
方
か
ら
検
討
し
た
。
ま
ず
、
前
者
で
は
、
大
北
斗

法
、
愛
染
法
な
ど
、
十
二
世
紀
以
降
に
新
奇
な
法
会
が
創
始
さ
れ
、
こ
れ

に
連
動
し
て
表
白
文
作
成
の
機
会
が
増
加
し
て
の
で
は
な
い
か
と
の
見

通
し
を
得
た
。
し
か
し
、
現
時
点
で
は
法
会
の
回
数
が
増
え
て
い
っ
た
こ

と
を
厳
密
に
数
量
化
で
き
な
い
で
い
る
。

次
に
法
会
に
お
け
る
表
白
文
の
位
置
づ
け
の
変
化
を
、
実
際
の
作
法
・

次
第
の
文
献
か
ら
追
う
て
み
た
。
具
体
的
に
は
、
仁
和
寺
・
高
山
寺
経
蔵

の
十
八
道
次
第
の
古
文
献
と
高
山
寺
蔵
の
伝
受
類
集
紗
を
取
り
上
げ
、
そ

こ
に
、
か
つ
て
任
意
要
素
で
あ
っ
た
表
白
文
が
、
法
会
に
お
い
て
徐
々
に

地
位
を
高
め
、
や
が
て
必
須
要
素
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
る

事
実
を
認
め
た
。

こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
、
十
二
世
紀
以
降
、
表
白
は
諷
誦
文
類
の
代
表

と
し
て
の
地
位
を
築
く
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(
1
)
山
本
真
吾
「
平
安
時
代
の
表
白
文
に
於
け
る
対
句
表
現
の
句
法
の
変
遷
に
つ

い
て
」
（
『
国
語
学
』

149
、
昭
和

6
2
.
6
)

(
2
)

『
行
林
抄
』
な
ど
の
事
相
書
類
に
は
ま
ま
「
表
白
」
と
題
し
た
文
章
が
引
用

さ
れ
る
。
今
後
こ
う
い
っ
た
作
法
・
次
第
及
び
そ
の
編
纂
物
の
調
査
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。

(
3
)
山
本
真
吾
「
高
山
寺
経
蔵
に
伝
存
す
る
鎌
倉
時
代
書
写
の
表
白
文
の
文
体
に

つ
い
て
」
（
『
国
文
学
孜
』

123
、
平
成
元
．

9
）
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(
4
)
牧
野
和
夫
「
鎌
倉
初
•
前
期
成
立
十
二
巻
本
『
表
白
集
』
伝
本
の
基
礎
的
調

査
と
そ
の
周
辺

(
1
)

．
「
類
奈
」
と
い
う
こ
と
」
（
『
実
践
国
文
学
』

35
、

平
成
元
・

3
)

(
5
)
小
峯
和
明
「
表
白
」
一
、
表
白
と
は
何
か
（
仏
教
文
学
講
座
第
八
巻
『
唱
導

の
文
学
』
平
成
7
、
勉
誠
社
）

(
6
)
後
藤
丹
治
「
平
家
物
語
出
典
の
研
究
（
三
）
」
『
国
語
と
国
文
学
』

6
ー
5
、

昭
和
4
.
5
)
祈
雨
儀
礼
を
「
啓
白
」
に
託
す

C

成
瀬
良
徳
「
平
安
時
代
に
お
け
る
祈
雨
儀
礼
ー
密
教
僧
と
の
関
わ
り
を
め
ぐ
っ

て
ー
」
（
『
大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集
』

5
、
昭
和

5
6
.
3
)

大
島
薫
「
安
居
院
澄
憲
の
〈
説
法
〉
ー
承
安
四
年
宮
中
最
勝
講
に
お
け
る
勧
賞

を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
仏
教
文
学
』

24
、
平
成

1
2
.
3
)

(
7
)
山
本
真
吾
「
表
白
・
願
文
の
用
語
選
択
ー
金
沢
文
庫
本
言
泉
集
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
ー
」

（
冨
窯
語
と
則
a
薔
料
』

102
、
乎
成
1
1
.
3
)

(
8
)
山
本
真
吾
「
不
動
次
第
に
於
け
る
表
白
と
啓
白
に
つ
い
て
ー
高
山
寺
経
蔵
文
献
に
よ
る

ー
」
（
乎
成
11
年
度
高
山
寺
典
籍
文
書
粽
合
調
査
団
研
究
報
告
論
集
）
、
平
成
1
2
.
3
)

(
9
)
武
内
孝
善
「
寛
平
法
皇
御
作
『
胎
蔵
秘
密
略
大
軌
』
・
『
胎
蔵
略
述
』
」
『
高

野
山
大
学
論
集
』

24
、
平
成
元
・

2
)

．

(10)
速
水
侑
『
平
安
貴
族
社
会
と
仏
教
』
（
昭
和
50
、
吉
川
弘
文
館
）

(11)
注

(10)
文
献
し

(12)
大
覚
寺
聖
教
・
文
書
研
究
会
「
史
料
紹
介
大
覚
寺
聖
教
・
文
書
」
（
『
古
文

書
研
究
』

40
、
平
成
7
)

(13)
山
本
真
吾
「
平
救
阿
闇
梨
伝
追
考
」
（
『
三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
』

11
、
平
成
1
2
.

6
)
 

(14)
武
内
孝
善
「
寛
平
法
皇
御
作
次
第
の
研
究
・
ニ
ー
翻
刻
篇
（
二
）
．
『
三
親
王

灌
頂
時
儀
式
昼
作
法
』
・
『
十
八
道
念
誦
次
第
』
．
『
金
剛
頂
経
蓮
華
部
心
念

誦
次
第
』
」
『
高
野
山
大
学
論
叢
』

25
、
平
成
2
.
2
)

[
や
ま
も
と

し
ん
1

(
1
5
)山本
真
吾
「
星
供
次
第
に
於
け
る
表
白
文
と
祭
文
に
つ
い
て
（
一
）
（
二
）
—
高
山
寺

経
蔵
文
献
に
よ
る
ー
」
（
マ
盃
官
年
度
•
9

年
度
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
研
究
報

告
論
集
』
、
平
成
6
.
3
、
平
成
1
0
.
3
)

注

(8)
文
献
。

(16)
宮
澤
俊
雅
「
伝
受
類
集
紗
目
録
」
（
『
昭
和
五
十
九
年
度
高
山
寺
典
籍
文
書
綜

合
調
査
団
研
究
報
告
論
集
』
昭
和

6
0
.
3
)

本
学
教
員
]
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